
なや かた

こんなお職みを抱えている方、
そ う だ ん

ご組談ください」

●手続きが、わからない

一人暮らしで、食事を思うように作れなく    |
なつてきました。                |
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●ア ドバイスしてほしい

病院を退院して、一人暮らしを始めました。

電話代や水道料を払わなくてはいけないのに、

パチンコについお金を使つてしまいます。

後からとても困ります。

お金の使い方を誰かにアドバイスして

もらわないと不安です。      ||‐ |二
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北海‐道地域福祉生活支援センタ■の実施する、
りよう えんじよじぎよう る く し り よ う

■ビス利用援助事業).で|は■福祉サ■ビス利用の手続きや■生活費―の管理t‐ 1年金
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証書などの大切な書類の預かりをお手伝いしています。

りようえん じょ  きほん じぎよう

:①福祉サービスTIJ用援助く基本事業)

じようほうていきよう   り よ う て つ づ

のあ手伝い。

○利用している福祉サービスの苦情を解決するた

せいかつ 0  はら  もど
:○福祉サービスについての情報提供や利用手続き :○公共料金の支払いや年金受領の確認、預金からの
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なわ   かん り

生活費の払い戻しなど、日常的なお金の管理の
でつだ

お手伝い。

生活支援員

福祉サービスを利用することについても相談を受け、アド

バイスしています。

て つ づ て つ ガ

めの手続きのお手伝い。

Aさん医は、生活支援員が月2回訪F・8する

ことになりました。いろしヽろな福祉サービス利用

についての相談を受けるほか、ホームヘルプ

事業の利用料支払いのあ手伝いをします。

Aさん

Cさん Dさん   鐸 員

Bさん、Cさん、Dさん|こ は、生活支援員が定期的に訪FoOし て、

鶴得から星落蟄を拡しヽ震すお発 しヽゃ壁痣聾の護い芳につ
いてのアドバイスなどを行うことになりました。また、将来、

サニビス自書

②日常的金銭管理サービス
こうきょうりょうきん   しは3      ねんさんじゆりよう   なくはん よさん

辟

う。?

生活支援員
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「自常1生活自:立支援事業」(福祉サ
てつづ        せいかつ ひ   なん り   ねん彗ん

しょるいとう   あず

③書類等の預かリサービス

○定期預金通帳や年金証書など、無<しては

困る大切な書類の預かり。

(保管は金融機関の貸金庫を利用します。)

へ
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お預かりします



挙ご利用いただけるのは、高齢や障がいにより日常生活の判断に不安のある在宅で生活してい

る方、在宅で生活する予定の方です。

(例えば、福祉サービスの利用手続きや生活費の管理が一人では難しいと思う方など)

幸サーむスを直接提供するのは、暮捕断治ごとにE轟されている雌 賞」です。
かい    し か ん て い ど     りよう    りようりようきん えん   せ い か つ しえ んい ん   こ う つ う 0し つ び

彗1回 (1時 FoO程度)の利用で、利用料金1,200円と生活支援員の交通費実費をいただきます。
せ い な つ ぼ ど   う なた    こう0  ほ しよ

〔生活保護を受けている方は、公費で補助されるので無料です。〕
しよるいとう  あず      き ん ゆ う き な ん   力 しき んこ       りよう     ばあい    0よ う   じD CF

書類等の預かりで金融機関の資金庫などを利用する場合は、費用の実費をいただきます。

り よ う

まず、お4iまいの地域の社会福祉協議会にご霜談くださぃ。ご家族、ご穀晟など、ご栄ズ顔界の労か

らの相談でも籍穐です。種談は蕪氣です。もちろん秘密は巌等します。栢歌を晏けた紅臨
会支は見直センターの担当職員「自立生活支援専門豊」が割識して詳しぃぉ議しをさせていただき
ます。サービスのご利用にあたつては、利用されるご本人と契約を結びます。

ガんまつ    らんくだ

各地区センターの連絡先はこのバンフレットの巻末をご覧下さい。

◎相談受付 0寺間 :月躍日～金曜日 (祝日・年末年始を除<)
9100-12:00‐、13:00‐`17:00   1‐

ご種歌を負けた齢 揺釜援等偽畠」が罰諭し、買藤酪な重りごとについてお話しを簡き、提積す
るサービスの計置を作ります。(星酬 箇)イ

j箱されるご釆笑と奨為を経んだ後は、この封置に
基づいて各市町村ごとに登録されている「生活支援員」が、ご本人のもとにうかがつて、サービスを

駆 します。

ご憲族・ ご親鷹など

様々な関係機関

①相談

②面談口調査

③生活支援計画・契約

市町村社会福祉協議会

ち地区センター

自立生活支援専門員

※この事業は社会福祉法に、第二種社会

福祉事業として位置付けられています。

そうだん

①相談

ご本人

(利用される万)

ていきょう

⑤サービスの提供

せいなつしえんいん

生活支援員

れん5く

④連絡
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濃奮響奪識仁飩3

札幌市申央区北2条西7丁目1 北海道社会福祉総合センター内 011-290-2941

道南地区センター

.嘩寧窄雫中筆り ,

江差町字中歌町198-6江差筍地域振興センター内 0139-54-2941

道北地区センター
(上川管内・留萌管内・宗谷管内)

旭川市永山6条19丁目1-1 上川合同庁舎内 0166-49-2941

◎相談受付時間 :月曜日～金曜日 (祝日・年末年始を除く)9100～ 12:00、 13100～ 17100

●北海道地域福祉生活支援センター (実施主体 :J瞬饉社会福祉協議会)

●札幌市社会福祉協議会

あなたのお住まいの相談窓□

可=098-3223  :

天 塩 郡 幌 延 町 字 幌 延 102番 地

社鋪識法人幌延町社会福祉協議会
蹴01632)5‐ 1003 孤0163.幼 5-1353

鐵 ‐
.::111.1::111'11'111::):.: ■轟 , キ

=量
議壌轟11‐ 1

ず卑響切鷲 札幌市中央区大通西19丁目 札幌市社会福祉総合セカ ー3階 011-633-2941

北区社会福祉協議会
(北区)

札幌市北区北24条西6丁目 北区役所1階 011,757-2482

東区社会福祉協議会
(東区)

ホL幌市東区北11条東7丁目 東区民セン ー1階 011-741-6440

白石区社会福祉協議会
(自石区)

札幌市白石区本郷通3丁目北1-1 白石区民セカ ー2階 011-861-3700

厚別区社会福祉協議会
纏 別区・清田区)

札幌市厚別区厚別中央1条5丁目 厚別区民セン ー1階 011-895-2483

腎鷺癸押雫 オし幌市豊平区平岸6条 10丁目 豊平区民セカ ー1階 011‐815‐2940

茜面 懇 鵜 懇
‐ 1(西区t手稲重).‐・

札幌市西区琴似2条7丁目 西区役所1階 011,641-6996

H28イ乍成


